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　県と県内すべての市町は連携して、個人住民税（市県民税） 
の特別徴収を推進しています。
　従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう。

　特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員に代わって、毎月、市
町に納入していただくものです。
●この制度は、地方税法および各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業
　主（給与支払者）に義務づけられています。特別徴収が不要なケースは法令で定められており、
　原則、事業主の判断で特別徴収を行う・行わないを決めることはできません。
●従業員にとっては、「年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き（年12回払い）になるので、
　1回あたりの納税額が少なくて済む」「直接、金融機関等に出向く手間がなくなる」「納付忘れを
　防げる」といったメリットがあります。
●税額および月割額については、すべて市町で計算しますので、事業所で計算していただく必要は
　ありません。

個人住民税の特別徴収を実施していない事業主のみなさまへ

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）
　　　　　　☎43-0397

　

妊
娠
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

初
め
て
妊
娠
さ
れ
た
方
も
、
出
産

経
験
の
あ
る
方
も
、
新
し
い
命
の

誕
生
に
対
し
て
、
期
待
と
不
安
で

い
っ
ぱ
い
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

市
で
は
、
そ
う
し
た
不
安
を
軽

減
す
る
た
め
、
妊
娠
、
出
産
、
育

児
に
関
す
る
知
識
を
学
ぶ
場
と
し

て
、
夫
婦
で
参
加
で
き
る
「
パ
パ

マ
マ
ク
ラ
ス
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

友
だ
ち
づ
く
り
の
場
に
も
な
り

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
夫
婦
で
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

次
回
の
開
催
日
時

　

平
成
25
年
2
月
23
日
㈯　

　

9
時
30
分
〜
12
時（
9
時
受
付
）

※
年
間
4
回
（
5
・
8
・
11
・
2

　

月
）
開
催
し
て
い
ま
す
。
詳
細

　

な
日
時
に
つ
い
て
は
、
広
報
か

　

と
う
に
随
時
掲
載
し
ま
す
。　

●赤ちゃんが産まれる前にいろいろと
　体験できて、不安が軽減しました。
●体操や沐浴などが実際に体験できて、
　とても勉強になりました。
●試食がおいしかったです。家でも作っ
　てみます。
●娘も一緒に参加しました。今度産ま
　れてくる赤ちゃんの育児を、お手伝
　いしてくれるかな。
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①新生児の人形を抱いての自己紹介からスタート　②夫婦ででき
る妊婦体操をご紹介　③保健師の指導のもと、沐浴にチャレンジ
④お腹に重りを入れて妊婦体験。妊婦の大変さがよく分かる？

① ②

③ ④


